
新しい在留管理制度　（在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象）

氏名，生年月日，
性別，国籍，住居地
在留資格，在留期間等

法務省（入国管理局） 市区町村

住民基本台帳制度
（外国人住民）

Ａ市 Ｂ市

正確な情報が反映された
外国人の台帳制度に基づいて
行政サービスを提供
　就学通知，国民健康保険，児
童手当等の市区町村の個別事務
が円滑に進み，適法に在留する
外国人へのサービスが充実

住民票住民票

正確な情報を
適宜・適切に提供

住居地の新規届出（転入届）
（在留カードに反映）

住居地変更の届出（在留カードに反映）

上陸許可・在留に係る
許可の申請

上陸許可・在留に係る許可に伴い，
在留カードを交付

・氏名，生年月日，性別，国籍の変更届
　（在留カードに反映）
・所属機関，身分関係等の変更届

在留カード

在留管理に必要な情報
  ・氏名，生年月日，性別，
　  国籍，住居地等
  ・在留資格の基礎となる事項
　　（所属機関，身分関係）

　　　　　　　　↓

   一元的，継続的に把握 電算記録電算記録

住居地情報

　　・受入れの開始，終了等の受入れの
      状況に関する事項を届出

　届出事項についての事実の調査
　　・関係人に対する出頭要求，質問，文書提示要求
　　・公務所又は公私の団体への照会

　在留資格取消制度の整備
　　・虚偽の住居地を届け出たことや，配偶者の身分を
　　　有する者としての活動を継続して３月以上行わない
　　　で在留していること等を取消事由に追加
　　・取消手続における書面の送達に関する規定を整備

厚生労働省

法務省からの求め
により情報提供

取消

在留資格に応じ
必要な情報に限定

＜所属機関＞

学校，研修先

（転出届） （転入届）

雇用対策法に
基づく届出

届出

雇用先

　在留カードの社会的信用性を保護するための措置
　　・在留カード偽造行為等に対する罰則の整備
　　・在留カード偽造行為等の退去強制事由への追加
　　・不法就労助長活動に対する罰則の整備

(表面） (裏面）

在留カードの券面イメージ
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